
　　　交換範囲は、破砕工場への供給配管の始点
　　から取合点までの範囲の中で、事業者にて交
　　換が必要と判断した部位とします。　　　
　　　運転・維持管理業務期間中における始点か
　　ら取合点のフランジ、弁、配管等の維持管理
　　（交換部分だけでなく全て）は、運営事業者
　　の業務範囲に含むものとします。

 始点（一次側接続）

 始点（二次側接続）



※破砕工場で使用する系統に対して

　　　交換範囲は、破砕工場への供給配管の始点
　　から取合点までの範囲の中で、事業者にて交
　　換が必要と判断した部位とします。　　　
　　　運転・維持管理業務期間中における始点か
　　ら取合点のフランジ、弁、配管等の維持管理
　　（交換部分だけでなく全て）は、運営事業者
　　の業務範囲に含むものとします。

 始点（二次側接続）

※消防との協議による



　　　交換範囲は、破砕工場への供給配管の始点
　　から取合点までの範囲の中で、事業者にて交
　　換が必要と判断した部位とします。　　　
　　　運転・維持管理業務期間中における始点か
　　ら取合点のフランジ、弁、配管等の維持管理
　　（交換部分だけでなく全て）は、運営事業者
　　の業務範囲に含むものとします。

 始点（一次側接続）

 始点（一次側接続）

 始点（二次側接続）



　　　交換範囲は、破砕工場への供給配管の始点
　　から取合点までの範囲の中で、事業者にて交
　　換が必要と判断した部位とします。　　　
　　　運転・維持管理業務期間中における始点か
　　ら取合点のフランジ、弁、配管等の維持管理
　　（交換部分だけでなく全て）は、運営事業者
　　の業務範囲に含むものとします。

 始点（二次側接続）


